
業務委託仕様書（案） 
西区農村公園のトイレ清掃に伴う作業の使用については、次のとおりとする。 

１．業務の目的 

 農村公園トイレ及びトイレ周辺の衛生的環境等を良好に維持することを目的とし、計画

的かつ能率的に管理作業を行い、利用者に不快の念を抱かせないよう常に清潔な状態を保

つように努める。 

２．対象施設及び作業回数 

№
施  設  名 

（所 在 地） 

業 務 

内 容 
作 業 時 間 作 業 回 数 等 

１
大久保農村公園トイレ 

(西区大久保町３２６８番地の７) 

清掃 

作業 

午前９時から 

午後４時３０分までの間 

1 回／週 

※6 日又は 7 日間隔で実

施する事。 

２
伊佐見農村公園トイレ 

(西区伊左地町４５７番地の１) 

清掃 

作業 

午前９時から 

午後４時３０分までの間 

1 回／週 

※6 日又は 7 日間隔で実

施する事。 

３
和地農村公園トイレ 

(西区和地町１７６９番地地先) 

清掃 

作業 

午前９時から 

午後４時３０分までの間 

1 回／週 

※6 日又は 7 日間隔で実

施する事。 

４
協和農村公園トイレ 

(西区協和町６６１番地の２２) 

清掃 

作業 

午前９時から 

午後４時３０分までの間 

1 回／週 

※6 日又は 7 日間隔で実

施する事。 

３．業務内容 

 受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置し、次の業務を実施すること。 

 【清掃作業】 

（１）便器及び付属品の清掃 

 （２）手洗場（洗面器等）の清掃 

 （３）施設の床、壁、窓等の清掃 

 （４）トイレ及びトイレ周辺のゴミ等の回収 

 （５）トイレットペーパーの取替および月ごとの使用個数の集計 

 （６）その他、業務の目的を達成するために必要な業務 

 （７）作業状況写真撮影及び記録の作成と報告 

 受託者は作業を行った月の翌月までに、下記の内容について提出する。 

①写  真・・・各施設２回以上を記録する。 

   ②作業記録・・・施設名、日時、作業内容について記載する。 

   ③報  告・・・施設において、洗剤及びトイレットペーパーの不足、施設の不 

具合・損傷を発見した場合は、直ちに委託者へ報告する。 



４．作業時の注意事項 

 （１）常に責任ある作業を行い、委託者の要求した時は、作業完了時の検査に立ち会 

うこと。 

 （２）作業実施にあたって備品等を破損しまたは破損箇所を発見した時は、直ちに委 

託者に連絡し協議すること。 

 （３）施設内における拾得物は、直ちに委託者に届けること。 

 （４）作業を完了した時は、委託者に報告し完了検査を受けること。 

 （５）作業の実施にあたり疑問が生じた場合は、委託者と協議し処理すること。 

 （６）従業員は品位を保ち、利用者に対して不快感を与えるような言動をしないこと。 

５．その他 

  作業内容により排出された麈芥等の搬出処理については、廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律等に従い適正に処理すること。 


